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財 政 課

令 和 ４ 年 度 ９ 月 補 正 予 算

に 関 す る 説 明 資 料

（ 議 案 第 １ ３ １ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

地方交付税 3,562,376 （ 192,645,000 → 196,207,376 ）

農林水産業費分担金 22,500 （ 728,316 → 750,816 ）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 障害者自立支援事業費 △ 891 （ 514,285 → 513,394 ）

2,102,014 （ 12,143,034 → 14,245,048 ）

現年災害復旧事業費 1,832,783 （ 2,652,258 → 4,485,041 ）

団体営農業用施設災害復旧事業費 1,000,000 （ 629,000 → 1,629,000 ）

地域医療介護総合確保基金繰入金 8,392 （ 1,734,690 → 1,743,082 ）

前年度繰越金 5,744,646 （ 2,437,721 → 8,182,367 ）

農業・漁業経営フォローアップ資金貸付金元利収入

100,000 （ 355,056 → 455,056 ）

土木自然災害防止事業費 1,345,400 （ 4,696,100 → 6,041,500 ）

現年発生土木災害復旧事業費 998,000 （ 1,472,200 → 2,470,200 ）

地方道路等整備事業費 531,000 （ 6,306,500 → 6,837,500 ）

令 和 ４ 年 度 ９ 月 補 正 予 算　　主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税

2 地方消費税清算金

3 地 方 譲 与 税

4 地 方 特 例 交 付 金

5 地 方 交 付 税 3,562,376

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

7 分担金及び負担金 22,500

8 使用料及び手数料

9 国 庫 支 出 金 6,333,449

10 財 産 収 入

11 寄 附 金

12 繰 入 金 8,392

13 繰 越 金 5,744,646

14 諸 収 入 100,526

15 県 債 3,784,100

合　　　計 19,555,989 630,968,086　→　650,524,075
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

地域公共交通等新型コロナ対策事業 406,095 （ 672,657 → 1,078,752 ）

秋田内陸線災害復旧支援事業 93,700 （ 0 → 93,700 ）

老人福祉総務費 2,105,651 （ 6,606 → 2,112,257 ）

日常生活回復に向けたＰＣＲ等検査無料化事業

1,376,000 （ 1,746,767 → 3,122,767 ）

エネルギー・食料品価格高騰対応緊急助成事業

906,600 （ 0 → 906,600 ）

新型コロナウイルス感染症対策事業 2,568,200 （ 6,221,011 → 8,789,211 ）

人材確保・定着推進事業 18,082 （ 53,954 → 72,036 ）

職業能力開発支援事業 8,845 （ 559,967 → 568,812 ）

災害関連緊急治山等事業 778,500 （ 144,000 → 922,500 ）

畜産経営維持緊急支援事業 303,630 （ 637,959 → 941,589 ）

木材生産・流通施設等緊急整備事業 179,090 （ 92,000 → 271,090 ）

農業・漁業経営フォローアップ資金預託金貸付事業

100,197 （ 357,371 → 457,568 ）

県内中小企業省エネ設備更新緊急支援事業

461,234 （ 0 → 461,234 ）

観光施設魅力向上事業 153,825 （ 516,842 → 670,667 ）

インバウンド回復に向けた誘客促進事業

149,598 （ 67,811 → 217,409 ）

河川改修事業 1,200,000 （ 3,586,000 → 4,786,000 ）

県単道路維持修繕事業費 704,000 （ 1,173,341 → 1,877,341 ）

県単道路補修事業費 531,000 （ 4,534,204 → 5,065,204 ）

令 和 ４ 年 度 ９ 月 補 正 予 算    主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

1 議 会 費

2 総 務 費 611,783

4 衛 生 費 2,578,123

5 労 働 費 26,927

8 土 木 費 3,082,400

9 警 察 費

3 民 生 費 5,089,990

6 農 林 水 産 業 費 1,906,042

7 商 工 費 933,024
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増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

認定こども園施設整備事業 2,458 （ 65,751 → 68,209 ）

現年発生土木災害復旧事業 2,830,850 （ 4,124,500 → 6,955,350 ）

農業用施設災害復旧事業 1,009,930 （ 871,000 → 1,880,930 ）

10 教 育 費 2,458

11 災 害 復 旧 費 5,325,242

12 公 債 費

13 諸 支 出 金

14 予 備 費

合　　　計 19,555,989 630,968,086　→　650,524,075
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税務総合システムの改修について

税務課

１ 目 的

令和４年度税制改正等に伴い令和５年４月から適用となる事項について、税務総

合システムを改修する必要がある。

２ 概 要

⑴ 改修内容

① 大法人に対する法人事業税所得割の税率の改正への対応

② グループ通算法人に係る税額計算方法の改正への対応

※ 関係条例は改正済みだが、システム改修に必要な事項については、令

和４年６月以降に判明している。

⑵ 委 託 先

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現行システム開発業者）

⑶ 委託内容

① システムの次のプログラム作成

ア） 税額計算判定方法及び適用税率の変更

イ） 画面のレイアウト変更、項目追加

ウ） 帳票のレイアウト変更、項目追加

エ） 電子申告とのデータ連携等

オ） 集計処理

② プログラム作成後の動作テストの実施

３ 補正予算額

３９,８２９千円（㊀３９,８２９千円）

４ 改修スケジュール

令和４年１０月から令和５年３月まで
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《参考》

税務総合システムについて

１ 年度別改修費（法令等の改正に伴うもの）

２ システムの概要

株式会社エヌ・ティ・ティ・データの県税業務ベースソフトを秋田県業務に合

わせてカスタマイズ開発した県税業務基幹システム

・稼働開始 平成３０年１月

・開発期間 平成２７年１０月から平成２９年１２月まで（２年３ヶ月間）

・契約金額 ８３２,１４０千円（継続費：平成２７年度から平成２９年度まで）

年 度 改修費(千円) 主な改修（対応）内容

平成30年度 ８１,８２５
ž 法人二税共通納税（R1.10開始）
ž 自動車税環境性能割（R1.10開始）

令和元年度 １３６,９６０
ž 法人二税共通納税（R1.10開始）
ž 自動車税環境性能割（R1.10開始）
ž 特別法人事業税（R1.10開始）

令和２年度 ９５,６１８
ž 法人事業税電気供給業（R3.4開始）
ž 還付加算金・延滞金制度改正（R3.1開始）
ž 国税データ(法人税)連携変更（R2.11開始）

令和３年度 ８５,８６４
ž 県民税金融所得課税電子化（R3.10開始）
ž グループ通算法人制度（R4.4開始）
ž 総務省報告改正（R4.4開始）

令和４年度 ３９,８２９
ž 法人事業税所得割税率改正（R5.4開始）
ž グループ通算法人税額計算方法改正（R5.4開始）
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災害り災者見舞金について

総合防災課

１ 目 的

令和４年８月の大雨により被害を受けた世帯に対する見舞金の給付により、現計予算

の全額を執行する見込みとなったことから、今後の災害に備えるため所要の額を計上す

る。

２ 実施主体

県（市町村からの報告を受け、県が給付）

３ 補正予算額

１１，２００千円 （㊀１１，２００千円）

○積算内訳

・死者を出した世帯 600千円 × 1件 600千円

・住家が全壊した世帯 600千円 × 1件 600千円

・住家が半壊・床上浸水した世帯 200千円 × 50件 10,000千円

【参考】令和４年８月の大雨に係る見舞金の給付見込み（9月13日現在）

半壊・床上浸水
災害発生日

件数 給付見込額(千円)
市 町 村

8月 3日～ 4日 24 4,800 鹿角市､大館市､北秋田市

8月 9日～14日 101 18,940 鹿角市､大館市､北秋田市､上小阿仁村､

三種町､秋田市､男鹿市､五城目町､

井川町､由利本荘市

8月15日～17日 1 200 由利本荘市

計 126 23,940
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「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例案」

等について（議案第１３４号～第１４３号）

人事課

１ 改正理由

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に伴い、現行６０歳の定年

を段階的に引き上げて６５歳とする等の必要がある。

２ 主な改正内容

⑴ 定年の引上げ（議案第１３５号関係）

① 国家公務員と同様に、次のとおり定年年齢を段階的に引き上げる。

現行
R5年度 R7年度 R9年度 R11年度 R13年度

R6年度 R8年度 R10年度 R12年度 ～

定年 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

（６５歳） （６６歳） （６７歳） （６８歳） （６９歳） （７０歳）

※（ ）は医師の定年

② 役職定年制の導入

組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職にある者は、

６０歳となる年度の翌年度の４月１日に、管理監督職以外の職に異動させる。

③ 定年前再任用短時間勤務制の導入

職員の多様な働き方のニーズに対応するため、６０歳以後に退職した職員を、

本人の意向を踏まえ、短時間勤務の職で再任用する（任期は定年退職日まで）。

⑵ 給料に関する特例措置（議案第１４２号関係）

給料月額については、当分の間、職員が６０歳となる年度の翌年度からは、従前

の７割水準とする。

⑶ 退職手当に関する特例措置（議案第１４３号関係）

退職手当については、職員が６０歳に達した日以後に定年前の退職を選択した職

員が不利にならないよう、「定年」を理由とする退職と同様に算定する。
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⑷ その他

定年の引上げに関連して、次により所要の改正等を行う。

① 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例案

（議案第１３４号）

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に鑑み、減給の処分により給与か

ら減ずる額の上限額を定める。

② 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部

を改正する条例案（議案第１３６号）

外国の地方公共団体の機関等に派遣することができない職員に職員の定年等

に関する条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職員を加える。

③ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案（議案第１３７号）

育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に職員の定年等に関

する条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職員を加える。

④ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例案

（議案第１３８号）

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行う。

⑤ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例案

（議案第１３９号）

公益的法人等に派遣することができない職員に職員の定年等に関する条例第

９条の規定により異動期間を延長された管理監督職員を加える。

⑥ 職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例案

（議案第１４０号）

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に鑑み、高齢者部分休業の対象と

なる職員の年齢を５５歳以上とする。

⑦ 職員の降給の事由に関する条例案（議案第１４１号）

給料月額を７割水準とする措置を降給の事由とする。

３ 施行期日等

⑴ これらの条例は、令和５年４月１日から施行することとする。

⑵ これらの条例の施行に関し、暫定再任用等に関する所要の経過措置を規定するこ

ととする。
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。
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職
員
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に
関
す
る
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す
る
条
例
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昭
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十
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第
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き
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定
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も
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規
定
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基
づ
き
、
職
員
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
定
年
）

（
定
年
）

第
三
条

職
員
の
定
年
は
、
年
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六
十
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年
と
す
る
。
た
だ
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一
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職
の
職

第
三
条
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の
定
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は
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六
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す
る
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適
用
を
受
け
る
医

四
条
第
一
項
第
六
号 

に
規
定
す
る
医
療
職
給
料
表 

の
適
用
を
受
け
る
医

師
の
定
年
は
、
年
齢
七
十
年

と
す
る
。

師
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
五
年
と
す
る
。

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
四
条

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
（
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動

第
四
条

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員

期
間
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
（
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長

し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
（
第
六
条
各
号

に
掲
げ
る
職
を
い
う
。
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
占

め
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と

が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と

な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き

な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
定
年
に
達
し
た
職
員
に
係
る
定
年

は
、
そ
の
職
員
に

係
る
定
年

退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、

退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
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当
該
定
年
に
達
し
た
職
員
を
当
該
定
年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職

そ
の
職
員
を
当
該

職

務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
定
年
に
達
し
た
職
員
の
業
務
の
性
質
上
、
当
該
定
年
に
達
し
た
職

一

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

員
の
退
職
に
よ
る
担
当
者
の
交
替
に
よ
り
当
該
業
務
の
継
続
的
遂
行
に
重

る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず

大
な
障
害
が
生
ず
る
こ
と
。

る
と
き
。

二

当
該
定
年
に
達
し
た
職
員
の
職
務
が
高
度
の
専
門
的
な
知
識
、
熟
達
し

二

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た

た
技
能
若
し
く
は
豊
富
な
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
又
は

め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な

勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
当
該
定
年
に
達

い
と
き
。

し
た
職
員
の
退
職
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き

三

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
そ
の
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害

ず
業
務
の
遂
行
に
重
大
な
障
害
が
生
ず
る
こ
と
。

と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運

営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由

が
引
き
続
き
存

る

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
き

勤
務
さ
せ
る

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る

場
合
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、

当
該
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ

４

任
命
権
者
は

た
職
員
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
が
延
長
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、

、

第
一
項
の
期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る

第
一
項
の
期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る

前
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
消
滅
し
た
場
合

は
、
当
該
職
員
の

前
に
第
一
項
の
事
由
が
存
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の

同
意
を
得
て
、
期
日
を
定
め
て
当
該
期
限
を
繰
り
上
げ
る
も
の
と
す
る

同
意
を
得
て
、
期
日
を
定
め
て
そ
の
期
限
を
繰
り
上
げ
て
退
職
さ
せ
る
こ
と

。

が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
。

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職

）
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第
六
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次

に
掲
げ
る
職
（
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
医
師
が
占
め
る
職
を
除
く
。

）
と
す
る
。

一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
企
業
職
員

の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条

例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る

職
二

警
察
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
警
察
官
の
階
級
の
う
ち
警
視
又
は
警

部
の
階
級
（
前
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く
。
）

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
）

第
七
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

齢
（
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
「
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
」
と
い
う
。

）
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
基
準
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
い
い
、
管
理
監
督
職
以
外
の
職
へ
の
降

任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う
転
任
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お

い
て
「
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二

十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基

準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又
は
勤
務
の
状
況
及
び
職
務
経
験
等
に

基
づ
き
、
降
任
等
を
し
よ
う
と
す
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準

的
な
職
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務

遂
行
能
力
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
標
準
職
務
遂
行
能
力
」
と
い
う
。

）
及
び
当
該
降
任
等
を
し
よ
う
と
す
る
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。

二

人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
管
理
監
督
職
以
外
の

職
の
う
ち
で
き
る
限
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等
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を
す
る
こ
と
。

三

当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
際
に
、
当
該
職
員
が
占
め
て

い
た
管
理
監
督
職
が
属
す
る
職
制
上
の
段
階
よ
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階

に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
上
位

職
職
員
」
と
い
う
。
）
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
も
す
る
場
合
に
は
、
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
た
上
で
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
や

む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
上
位
職
職
員
の
降
任
等
を
し

た
職
が
属
す
る
職
制
上
の
段
階
と
同
じ
職
制
上
の
段
階
又
は
当
該
職
制
上

の
段
階
よ
り
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ

と
。

２

前
項
の
規
定
は
、
警
察
法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る

任
命
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
任
命
権
者
は

、
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職

へ
の
降
任
等
を
い
い
、
管
理
監
督
職
以
外
の
職
へ
の
降
任
又
は
転
任
（
降
給

を
伴
う
転
任
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
降
任
等
」
と

い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
秋
田
県
警
察

本
部
長
は
、
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務

官
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

同
法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
任
命
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
」
と
、
「
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五

十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中

「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
、
「
、
降
任
等
」
と
あ
る

の
は
「
、
特
定
任
命
」
と
、
「
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
標
準
職
務
遂
行

能
力
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
当
該
特
定
任

命
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
」
と
、
同

項
第
三
号
中
「
当
該
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
地
方
警
務
官
」
と
、

「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
」
と
、
「
職
員
（
」
と

あ
る
の
は
「
特
定
地
方
警
務
官
（
」
と
、
「
上
位
職
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

上
位
職
特
定
地
方
警
務
官
」
と
、
「
降
任
等
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

任
命
を
し
た
」
と
、
「
、
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
特
定
任
命
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任
用

の
制
限
の
特
例
）

第
九
条

任
命
権
者
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職

員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
、
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
職
員
の
業
務
の
性
質
上
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ

る
担
当
者
の
交
替
に
よ
り
当
該
業
務
の
継
続
的
遂
行
に
重
大
な
障
害
が
生

ず
る
こ
と
。

二

当
該
職
員
の
職
務
が
高
度
の
専
門
的
な
知
識
、
熟
達
し
た
技
能
若
し
く

は
豊
富
な
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
又
は
勤
務
環
境
そ
の

他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任

等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
業
務
の
遂
行

に
重
大
な
障
害
が
生
ず
る
こ
と
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を

占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間

の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
延
長
さ
れ
た
当

該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
更
に
延
長
さ
れ

る
当
該
異
動
期
間
の
末
日
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異

動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督
職
群
（

職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似
す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
特
別

の
事
情
が
あ
る
管
理
監
督
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督

職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
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め
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
の

属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当

該
管
理
監
督
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
（
当
該
管

理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
職
員
を
除
く
。
）

の
数
が
当
該
管
理
監
督
職
の
数
に
満
た
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
管
理

監
督
職
を
現
に
占
め
る
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督

職
に
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
業
務
の
遂
行
に
重
大

な
障
害
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に

係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で

当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職

員
に
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
を
当

該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任

し
、
若
し
く
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
異
動
期
間
（
前
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を

含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規

定
す
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は

、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で
の
期

間
内
）
で
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
）

第
十
条

任
命
権
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
及

び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
等
を
す
る
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
延
長
し
た
異
動
期
間
の
期
限
の
繰
上
げ
）

第
十
一
条

任
命
権
者
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動

期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
同

条
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
異
動
期
間
の
期
限

を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
の
措
置
）

第
十
二
条

任
命
権
者
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
当
該
異
動
期
間
の
延
長

の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
）

第
十
三
条

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
退
職
（
臨
時
的

に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職

員
及
び
非
常
勤
職
員
が
退
職
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務

実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

短
時
間
勤
務
の
職
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
相
当
日
を
経
過
し

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
四
条

こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

附

則

附

則

（
定
年
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け

２

第
四
条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
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る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の

十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
退
職
す
べ

区
分
に
応
じ
、
同
条
本
文
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

き
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ

十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
退
職
す
べ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

き
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条

第
一
項
中
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七

六
十
一
年

六
十
六
年

法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
三
条
」
と
、
同
項
及
び

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

同
条
第
二
項
中
「
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
六

十
年
三
月
三
十
一
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九

六
十
二
年

六
十
七
年

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

六
十
三
年

六
十
八
年

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

六
十
四
年

六
十
九
年

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
）

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他

３

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十

の
法
令
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
並
び
に

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

〔
次
の
よ
う
〕
略

。
）
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度

に
職
員
で
な
か
っ
た
者
で
、
当
該
前
年
度
の
末
日
後
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（

異
動
等
に
よ
り
当
該
前
年
度
の
末
日
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
末
日
経
過
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ

て
は
当
該
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の

期
間
、
末
日
経
過
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
末
日
経
過
職
員
の
異
動
等
の
日
が

属
す
る
年
度
（
当
該
日
が
年
度
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
年
度
の
前
年

度
）
）
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
す

る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
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必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お

け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
費
負
担
教
職
員
の
分
限
、
懲
戒
に
関
す
る
手
続
お
よ
び
効
果
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
）

４

秋
田
県
警
察
本
部
長
は
、
当
分
の
間
、
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

４

県
費
負
担
教
職
員
の
分
限
、
懲
戒
に
関
す
る
手
続
お
よ
び
効
果
に
関
す
る

に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
（
以
下
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）

条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
特

改
正
す
る
。

定
地
方
警
務
官
に
対
し
、
当
該
特
定
地
方
警
務
官
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る

〔
次
の
よ
う
〕
略

日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必

要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け

る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
職
員
の
派
遣
）

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

２

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

員
と
す
る
。

員
と
す
る
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

用
さ
れ
る
職
員

用
さ
れ
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占

め
る
職
員
を
除
く
。
）

二

略

二

略

三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

三

地
方
公
務
員
法

第
二
十
二

条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に
な
つ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で

条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に
な
つ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

四

略

四

略

五

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
法

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
条
例
第
九
条
の
規

定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
同
条
例
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員

六

略

五

略

20                 



職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
を
い
い
、
同
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ

り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
延

長
さ
れ
た
同
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職

員
四
・
五

略

三
・
四

略

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二

２

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る

職
員
（
地
方
公
務
員
法

第
二
十

職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
十
条

法
第
十
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

第
十
条

法
第
十
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
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長
さ
れ
た
同
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職

員
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号

２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号

。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条

。
以
下

「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職

「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職

員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
職
員
（

員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
職
員
（

以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
の
一
週
間
当
た
り
の
勤

以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
の
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
承

務
時
間
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
承

認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
、
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
、
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と

よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と

と
な
っ
た
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
次
条
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
育

と
な
っ
た
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
以
下

「
育

児
短
時
間
勤
務
の
内
容
」
と
総
称
す
る
。
）
に
従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る

児
短
時
間
勤
務
の
内
容
」
と
総
称
す
る
。
）
に
従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る

。

。

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は

を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は

、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な

、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な

い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で
（

い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で
（

育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ

す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
時
間
ま
で
）
の
範

り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
時
間
ま
で
）
の
範

囲
内
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。

囲
内
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。

４

略

４

略

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）
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新

旧

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
）

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
）

第
四
条

任
命
権
者
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の

第
四
条

任
命
権
者
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
従
事
さ
せ
る
こ

じ
。
）
を
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
が
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
短

と
が
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
短

時
間
勤
務
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
間
勤
務
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

秋
田
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
任
命
権
者
の
報
告
）

（
任
命
権
者
の
報
告
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び

非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時

非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
十

略

一
～
十

略

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
三
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
校
長

２

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
校
長

、
副
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教

、
副
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
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諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項

諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
及

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
及

び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。

び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。

職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
四
条

前
条
の
規
定
は
、
大
学
院
派
遣
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
次
の
各

第
四
条

前
条
の
規
定
は
、
大
学
院
派
遣
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
離
職
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
離
職
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し

な
い
。

な
い
。

一

略

一

略

二

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
（
同
条
例
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
（
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項

の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ

の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ

り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。
）

り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。
）

三
～
六

略

三
～
六

略

市
町
村
立
学
校
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
二
条

与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
職
員
（
次
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て

に
規
定
す
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八

条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
た

よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
支

場
合
に
は
、
そ
の
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
支

給
す
る
。

給
す
る
。
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公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
職
員
の
派
遣
）

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

略

２

略

３

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

３

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

員
と
す
る
。

員
と
す
る
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

用
さ
れ
る
職
員

用
さ
れ
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占

め
る
職
員
を
除
く
。
）

二

略

二

略

三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

三

地
方
公
務
員
法

第
二
十
二

条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に
な
っ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で

条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に
な
っ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

四

略

四

略

五

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
法

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
条
例
第
九
条
の
規

定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
同
条
例
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員

六

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
職
員
の
休
職
の
事

五

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
職
員
の
休
職
の
事

由
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
。
次
条
第
五
号

由
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
。
以
下

に
お
い
て
「
休
職
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

「
休
職
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
て
休
職
に
さ
れ
、
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

し
て
休
職
に
さ
れ
、
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
そ
の
他
の
同
法
第
三
十
五
条
に
規
定

該
当
し
て
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
そ
の
他
の
同
法
第
三
十
五
条
に
規
定

す
る
法
律
又
は
条
例
の
特
別
の
定
め
に
基
づ
き
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を

す
る
法
律
又
は
条
例
の
特
別
の
定
め
に
基
づ
き
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を

免
除
さ
れ
て
い
る
職
員

免
除
さ
れ
て
い
る
職
員

４

略

４

略
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職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
等
）

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
等
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

略

２

略

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
年

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
当

齢
五
十
五
年

と
す
る
。

該
職
員
に
係
る
定
年
か
ら
五
年
を
減
じ
た
年
齢
と
す
る
。
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職
員
の
降
給
の
事
由
に
関
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
二
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、
免
職
、
休
職

八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き

、
職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、
免
職
及
び
休

及
び
降
給
の
手
続
及
び
効
果
に
関
し
規
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

職

の
手
続
及
び
効
果
に
関
し
規
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
降
任
、
免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
）

（
降
任
、
免
職
及
び
休
職

の
手
続
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、
免
職
、
休
職
又
は
降
給

の
処
分
は
、
そ
の

２

職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、
若
し
く
は
免
職
又
は
休
職
の
処
分
は
、
そ
の

旨
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
職
員
に
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
職
員
に
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

30                 



一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
）

（
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
）

第
五
条

人
事
委
員
会
は
、
県
の
行
政
組
織
に
関
す
る
法
令
、
条
例
、
規
則
及

第
五
条

人
事
委
員
会
は
、
県
の
行
政
組
織
に
関
す
る
法
令
、
条
例
、
規
則
及

び
県
の
機
関
の
定
め
る
規
程
の
趣
旨
に
従
い
、
並
び
に
前
条
の
規
定
に
基
づ

び
県
の
機
関
に
定
め
る
規
程
の
趣
旨
に
従
い
、
及
び

前
条
の
規
定
に
基
づ

く
分
類
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
か
つ
、
予
算
の
範
囲
内
で
職
務
の
級

く
分
類
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
か
つ
、
予
算
の
範
囲
内
で
職
務
の
級

の
定
数
を
設
定
し
、
又
は
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
定
数
を
設
定
し
、
又
は
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

４

職
員
が
一
の
職
務
の
級
か
ら
他
の
職
務
の
級
に
移
つ
た
場
合
又
は
一
の
職

４

職
員
が
一
の
職
務
の
級
か
ら
他
の
職
務
の
級
に
移
つ
た
場
合
又
は
一
の
職

か
ら
同
じ
職
務
の
級
の
初
任
給
の
基
準
を
異
に
す
る
他
の
職
に
移
つ
た
場
合

か
ら
同
じ
職
務
の
級
の
初
任
給
の
基
準
を
異
に
す
る
他
の
職
に
移
つ
た
場
合

に
お
け
る
号
給
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る

に
お
け
る
号
給
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る

。

。

５

職
員
の
昇
給
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
、
同
日
前
一
年
間
に

５

職
員
の
昇
給
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
、
同
日
前
一
年
間
に

お
け
る
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

お
け
る
そ
の
者

の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

６

略

６

略

７

五
十
五
歳
（
医
療
職
給
料
表 

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五

７

五
十
五
歳
（
医
療
職
給
料
表 

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五

十
七
歳
）
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
て
在
職
す
る

十
七
歳
）
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
て
在
職
す
る

職
員
の
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る

職
員
の
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
又
は
特
に
良
好
で
あ
る
場
合
に
限
り

そ
の
者

の
勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
又
は
特
に
良
好
で
あ
る
場
合
に
限
り

行
う
も
の
と
し
、
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
勤
務
成
績
に
応

行
う
も
の
と
し
、
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
勤
務
成
績
に
応

じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

８
～

略

８
～

略

10

10

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）

職
員
の
う
ち
、
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

11

11

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間

た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
に

勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄

適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ

に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
前
再

の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
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例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
の
特
例
）

第
五
条
の
三

再
任
用
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に

限
る
。
）
の
給
料
月
額
は
、
第
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
通
勤
手
当
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
二
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

第
十
二
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下

ま
で
に
お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

は
料
金
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う

は
料
金
（
以
下

「
運
賃
等
」
と
い
う

。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ

て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

二

通
勤
の
た
め
自
動
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定

二

通
勤
の
た
め
自
動
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用

め
る
も
の
（
以
下

「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
自
動
車
等
を

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
自
動
車
等
を

使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が

使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が

片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

く
。
）

く
。
）

三

略

三

略
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２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者

の
支
給
単
位
期
間
の

通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に

通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下

お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を

「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を

支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に

支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下

お
い
て
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
五
万
五
千

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
五
万
五
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
支
給
単

円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
支
給
単

位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
職
員
が
二
以
上
の
交
通
機
関
等

位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
者

が
二
以
上
の
交
通
機
関
等

を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
運
賃
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
運
賃
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る

、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

と
き
は
、
そ
の
者

の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数

い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数

を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
千
四
百

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
千
四
百

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事
情

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事
情

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
短
時
間
勤
務
職
員

二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
で
、
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通

そ
の
他
の
職
員
で
、
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通

勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ

勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
を
減
じ
た
額
）

額
を
減
じ
た
額
）

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通

勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情

勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め

る
額
（
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に
定
め
る
額
の
合
計

る
額
（
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に
定
め
る
額
の
合
計

額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支

額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
通
勤
手
当
に
係
る
支

給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に

給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
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当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
、
第
一
号
に
定
め
る
額

当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
、
第
一
号
に
定
め
る
額

又
は
前
号
に
定
め
る
額

又
は
前
号
に
定
め
る
額

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号
に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」
と
い
う
。
）

他
の
交
通
機
関
等
（
以
下

「
特
別
急
行
列
車
等
」
と
い
う
。
）

で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の

で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の

改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等

相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い
う

相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い
う

。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通

。
以
下

同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通

勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤

勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤

手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事

一

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者

の
支
給
単
位

期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
当

期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
当

該
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

該
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下

て
「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
円
を

「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
円
を

超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
支
給
単
位
期
間
の

超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
支
給
単
位
期
間
の

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
職
員
が
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
者

が
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利

用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
別
料
金
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
別
料
金
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

、
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
が
四
万
円
を
超
え
る

、
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
が
四
万
円
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
職
員
の
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

と
き
は
、
そ
の
者

の
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
当
該
支

単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
当
該
支

給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

略

二

略

４
～
７

略

４
～
７

略

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
十
五
条

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は

第
十
五
条

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は

、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ

、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
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き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
正
規
の

き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
正
規
の

勤
務
時
間
外
に
し
た
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の

勤
務
時
間
外
に
し
た
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の

百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
割
合
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場

る
割
合
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た

合
は

、
そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た

額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

略

２

略

３

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間

３

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間

外
に
し
た
勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の

外
に
し
た
勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）
の
時
間
が
一
箇
月
に
つ
い
て
六
十
時
間
を
超
え
た
職
員
に

も
の
を
除
く
。
）
の
時
間
が
一
箇
月
に
つ
い
て
六
十
時
間
を
超
え
た
職
員
に

は
、
そ
の
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
第
一
項

は
、
そ
の
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
第
一
項
（
前

の
規
定
に
か
か

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

わ
ら
ず
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
五
十
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午

当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
五
十
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午

前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
百
七
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た

前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は

、
百
分
の
百
七
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た

額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

４

勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間

４

勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間

を
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
職
員
が
勤

を
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
職
員
が
勤

務
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た

務
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た

全
時
間
の
う
ち
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
ら
れ
た
時
間
外

全
時
間
の
う
ち
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
ら
れ
た
時
間
外

勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
に
対
し
て
は
、
当
該
時
間
一
時
間
に
つ
き
、

勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
に
対
し
て
は
、
当
該
時
間
一
時
間
に
つ
き
、

第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
五

第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
五

十
（
そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に

十
（
そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は

は
、
百
分
の
百
七
十
五
）
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定

、
百
分
の
百
七
十
五
）
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
割
合
（
そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る

め
る
割
合
（
そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
減
じ
た
割

場
合
は

、
そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
減
じ
た
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５

略

５

略
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６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四

、
あ
ら
か
じ
め
同
条
例

第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四

条
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

条
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
勤

次
項
に
お
い
て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
勤

務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超

務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超

え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に

え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に

対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人

当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し

て
支
給
す
る
。

て
支
給
す
る
。

７

略

７

略

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

第
十
九
条

第
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
五
条
の
二
、
第
九
条
の
二

第
十
九
条

第
九
条
の
二

か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
三
条
の
二

か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
三
条
の
二

、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
再
任
用
職
員

務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

に
は
適
用
し
な
い
。

２

略

２

略

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
十
七
・
五
（
行
政
職

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
十
七
・
五
（
行
政
職

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の

並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑

並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑

、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の
う

、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の
う

ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号

ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条

に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
七

に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
七

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

そ
の
者

の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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一
～
四

略

一
～
四

略

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

３

再
任
用
職
員

に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五
」

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五
」

と
、
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五
」
と
す
る
。

と
、
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五
」
と
す
る
。

４
～
６

略

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
か

第
二
十
二
条

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条

ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ

ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
人
事

そ
の
者

の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内

委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内

に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

に
百
分
の
九
十
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
二

に
百
分
の
九
十
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
二

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
四
十
五
（
特
定

職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
四
十
五
（
特
定

幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略
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（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）

第
二
十
三
条
の
三
の
四

略

第
二
十
三
条
の
三
の
四

略

２

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
八
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

２

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
八
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

、
職
務
の
級
及
び
号
給
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、

、
職
務
の
級
及
び
号
給
（
再
任
用
職
員

に
あ
つ
て
は
、

職
務
の
級
）
の
別
に
応
じ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

職
務
の
級
）
の
別
に
応
じ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

３

略

３

略

（
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
）

（
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
）

第
二
十
三
条
の
六

単
純
労
務
の
職
員
（
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な

第
二
十
三
条
の
六

単
純
労
務
の
職
員
（
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な

労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年

労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年

度
任
用
職
員
及
び
前
条
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
及
び

度
任
用
職
員
及
び
前
条
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
給
料
、
扶
養
手

同
じ
。
）
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
給
料
、
扶
養
手

当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手

当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手

当
、
特
地
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手

当
、
特
地
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手

当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
す
る
。

当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
労
務
の
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
労
務
の
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

げ
る
も
の
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

給
料
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、

一

再
任
用
職
員

給
料
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、

単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当

単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当

、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

二

略

二

略

３

略

３

略

附

則

附

則

１

略

１

略

２

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和

二
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
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お
け
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
四
条
（
同
法
附
則
第
一
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る

。

２
・
３

略

３
・
４

略

４

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後

に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
附
則
第
六
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
特
定

日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の

う
ち
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び

に
同
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員

の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に

、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す

る
。
）
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

一

臨
時
の
職
員
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

及
び
常
勤
を
要
し
な
い
職
員

二

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員

三

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
同
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
に

お
い
て
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。
）

四

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
条
例
第
九

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を

延
長
さ
れ
た
同
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る

職
員

６

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た

職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
及

び
附
則
第
十
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き

同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
日
に
附
則
第
四
項
の

39                 



規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
八

項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に
当
該

職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額

に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以

上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な

い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は

、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受

け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に

相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属

す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日

給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の

属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
」
と
す
る
。

８

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
る
任
命
を
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、
特
定
日
給
料
月
額
が

、
当
該
任
命
を
さ
れ
た
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第

六
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
公
安
職
俸
給
表 

に
定
め
る
俸
給
月
額

に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎

俸
給
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支

給
す
る
。
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９

附
則
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
七
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、

「
基
礎
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
俸
給
月
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
附
則
第

10
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
限
り
、
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
職

員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員

と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職

員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て

支
給
す
る
。

附
則
第
六
項
、
第
八
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職

11
員
以
外
の
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
任
用
の

事
情
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の

ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
附
則
第
六
項
か
ら
前

項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

附
則
第
六
項
、
第
八
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る

12
職
員
に
対
す
る
第
二
十
一
条
第
五
項
（
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二

第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る

の
は
「
給
料
月
額
と
附
則
第
六
項
、
第
八
項
、
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規

定
に
よ
る
給
料
の
額
（
以
下
「
差
額
相
当
額
」
と
い
う
。
）
と
の
合
計
額
」

と
、
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
十
三

条
の
三
の
二
第
二
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額
と
差
額
相

当
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

附
則
第
六
項
、
第
八
項
、
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を

13
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
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れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

義
務
教
育
諸
学
校
等

給
料
月
額

給
料
月
額
と
一
般
職
の
職

の
教
育
職
員
の
給
与

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

等
に
関
す
る
特
別
措

（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県

置
に
関
す
る
条
例
（

条
例
第
二
十
二
号
）
附
則

昭
和
四
十
六
年
秋
田

第
六
項
、
第
八
項
、
第
十

県
条
例
第
六
十
六
号

項
又
は
第
十
一
項
の
規
定

）
第
三
条
第
一
項

に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合

計
額

義
務
教
育
諸
学
校
等

一
般
職
の
職
員
の

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

の
教
育
職
員
の
給
与

給
与
に
関
す
る
条

関
す
る
条
例

等
に
関
す
る
特
別
措

例
（
昭
和
二
十
八

置
に
関
す
る
条
例
第

年
秋
田
県
条
例
第

四
条
第
一
号

二
十
二
号
）

職
員
の
特
殊
勤
務
手

給
料
月
額

給
料
月
額
と
給
与
条
例
附

当
に
関
す
る
条
例
（

則
第
六
項
、
第
八
項
、
第

昭
和
六
十
三
年
秋
田

十
項
又
は
第
十
一
項
の
規

県
条
例
第
三
号
）
第

定
に
よ
る
給
料
の
額
（
第

十
一
条
第
二
項

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

「
差
額
相
当
額
」
と
い
う

。
）
と
の
合
計
額

職
員
の
特
殊
勤
務
手

給
料
月
額

給
料
月
額
と
差
額
相
当
額

当
に
関
す
る
条
例
第

と
の
合
計
額

十
六
条
第
二
項

附
則
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
附
則
第
四
項
の
規

14
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定
に
よ
る
給
料
月
額
、
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
そ
の
他
附
則
第
四

項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
。
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1
8
8
,9

7
6

新

旧

別
表
第
１

（第
４
条
関
係

）

別
表
第
１

（第
４
条
関
係

）

行
政
職
給
料
表

行
政
職
給
料
表

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

分
号
給

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

定
年

円
円

円
円

円
円

円
円

円
再
任

円
円

円
円

円
円

円
円

円

前
再

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

用
職

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

再
任

前
再

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

用
職

任
用

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

員

短
時

円
円

円
円

円
円

円
円

円

間
勤

務
職

員

備
考

こ
の
表
は

他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
に
適
用
す
る

備
考

こ
の
表
は

他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
に
適
用
す
る

、
、

た
だ
し

第
2
3
条
の
５
か
ら
第

2
3
条
の
７
ま
で
に
規
定
す
る
職
員

。
。

、

を
除
く

。

2
1
6
,6

6
3

2
5
6
,9

3
5

2
7
6
,4

6
7

2
9
1
,6

6
9

3
1
7
,2

4
2

3
5
9
,2

2
6

3
9
2
,5

5
1

4
4
3
,9

9
8

2
1
6
,6

6
3

2
5
6
,9

3
5

2
7
6
,4

6
7

2
9
1
,6

6
9

3
1
7
,2

4
2

3
5
9
,2

2
6

3
9
2
,5

5
1

1
8
8
,9

7
6

4
4
3
,9

9
8
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新

旧

別
表
第
２

（第
４
条
関
係

）

別
表
第
２

（第
４
条
関
係

）

公
安
職
給
料
表

公
安
職
給
料
表

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

分
号
給

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

定
年

円
円

円
円

円
円

円
円

円
再
任

円
円

円
円

円
円

円
円

円

前
再

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

用
職

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

再
任

前
再

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

用
職

任
用

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

員

短
時

円
円

円
円

円
円

円
円

円

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
5
4
,9

2
1

2
5
9
,0

4
9

2
9
0
,5

6
2

3
0
7
,1

7
4

3
2
1
,3

7
0

3
4
5
,1

3
1

3
8
0
,4

6
9

4
1
2
,2

8
4

2
4
3
,1

4
2

2
5
4
,9

2
1

2
5
9
,0

4
9

2
9
0
,5

6
2

3
0
7
,1

7
4

3
2
1
,3

7
0

3
4
5
,1

3
1

3
8
0
,4

6
9

2
4
3
,1

4
2

4
1
2
,2

8
4
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新

旧

別
表
第
３

（第
４
条
関
係

）

別
表
第
３

（第
４
条
関
係

）

海
事
職
給
料
表

海
事
職
給
料
表

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

定
年

円
円

円
円

再
任

円
円

円
円

前
再

略
略

略
略

略
用
職

略
略

略
略

略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

再
任

前
再

円
円

円
円

用
職

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
2
1
,7

9
8

2
5
2
,0

0
2

2
8
1
,6

0
1

2
5
2
,0

0
2

2
2
1
,7

9
8

2
8
1
,6

0
1

3
2
2
,5

7
8

3
2
2
,5

7
8
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新

旧

別
表
第
４

（第
４
条
関
係

）

別
表
第
４

（第
４
条
関
係

）

教
育
職
給
料
表

教
育
職
給
料
表

１
教
育
職
給
料
表

 

１
教
育
職
給
料
表

 

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

定
年

円
円

円
円

再
任

円
円

円
円

前
再

略
略

略
略

略
用
職

略
略

略
略

略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

再
任

前
再

円
円

円
円

用
職

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
3
5
,5

9
1

2
7
6
,1

6
5

3
3
3
,3

5
1

2
7
6
,1

6
5

2
3
5
,5

9
1

3
3
3
,3

5
1

4
1
8
,0

2
3

4
1
8
,0

2
3

47                 



新

旧

２
教
育
職
給
料
表

 

２
教
育
職
給
料
表

 

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

定
年

円
円

円
円

再
任

円
円

円
円

前
再

略
略

略
略

略
用
職

略
略

略
略

略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

再
任

前
再

円
円

円
円

用
職

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
2
6
,7

3
1

2
7
2
,9

4
3

3
2
6
,6

0
5

2
7
2
,9

4
3

2
2
6
,7

3
1

3
2
6
,6

0
5

4
0
7
,9

5
5

4
0
7
,9

5
5
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新

旧

別
表
第
５

（第
４
条
関
係

）

別
表
第
５

（第
４
条
関
係

）

研
究
職
給
料
表

研
究
職
給
料
表

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

定
年

円
円

円
円

円
再
任

円
円

円
円

円

前
再

略
略

略
略

略
略

用
職

略
略

略
略

略
略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

再
任

前
再

円
円

円
円

円
用
職

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
1
8
,9

7
9

2
6
0
,4

5
9

2
8
5
,4

2
7

2
1
8
,9

7
9

2
6
0
,4

5
9

2
8
5
,4

2
7

3
2
8
,1

1
6

3
8
7
,0

1
3

3
8
7
,0

1
3

3
2
8
,1

1
6
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新

旧

別
表
第
６

（第
４
条
関
係

）

別
表
第
６

（第
４
条
関
係

）

医
療
職
給
料
表

医
療
職
給
料
表

１
医
療
職
給
料
表

 

１
医
療
職
給
料
表

 

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

定
年

円
円

円
円

再
任

円
円

円
円

前
再

略
略

略
略

略
用
職

略
略

略
略

略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

再
任

前
再

円
円

円
円

用
職

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
9
6
,2

0
0

3
3
8
,6

0
0

3
9
3
,0

0
0

3
3
8
,6

0
0

2
9
6
,2

0
0

3
9
3
,0

0
0

4
6
6
,0

0
0

4
6
6
,0

0
0
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新

旧

２
医
療
職
給
料
表

 

２
医
療
職
給
料
表

 

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

分
号
給

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

給
料

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

月
額

定
年

円
円

円
円

円
円

円
再
任

円
円

円
円

円
円

円

前
再

略
略

略
略

略
略

略
略

用
職

略
略

略
略

略
略

略
略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給

基
準
給

基
準
給

基
準
給

基
準
給

基
準
給

基
準
給

再
任

前
再

料
月
額

料
月
額

料
月
額

料
月
額

料
月
額

料
月
額

料
月
額

用
職

任
用

円
円

円
円

円
円

円
員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

1
8
9
,9

8
3

2
8
4
,0

1
8

1
8
9
,9

8
3

2
1
6
,7

6
4

2
4
5
,1

5
5

2
8
4
,0

1
8

2
5
8
,6

4
6

3
2
4
,9

9
5

2
1
6
,7

6
4

2
4
5
,1

5
5

2
5
8
,6

4
6

3
2
4
,9

9
5

3
6
7
,4

8
2

3
6
7
,4

8
2
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新

旧

３
医
療
職
給
料
表

 

３
医
療
職
給
料
表

 

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

職
員

職
務

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

の
区

の
級

の
区

の
級

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

分
号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

定
年

円
円

円
円

円
再
任

円
円

円
円

円

前
再

略
略

略
略

略
略

用
職

略
略

略
略

略
略

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員
以

以

外
の

外
の

職
員

職
員

定
年

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

基
準
給
料
月
額

再
任

前
再

円
円

円
円

円
用
職

任
用

員

短
時

間
勤

務
職

員

備
考

略
備
考

略

2
3
6
,6

9
8

2
5
7
,1

3
6

2
6
4
,3

8
5

2
3
6
,6

9
8

2
5
7
,1

3
6

2
6
4
,3

8
5

2
7
4
,6

5
5

2
9
1
,0

6
5

2
9
1
,0

6
5

2
7
4
,6

5
5
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
特
例
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
特
例
）

第
十
七
条

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
規
定
の
適
用
に

第
十
七
条

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

略

略

略

略

略

略

第
五
条
第
十
一
項

と
す
る

に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る

第
十
二
条
第
二
項
第

短
時
間
勤
務
職
員

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

第
十
二
条
第
二
項
第

短
時
間
勤
務
職
員

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

二
号

（
法
第
二
十
二
条

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
号

そ
の
他

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

の
四
第
一
項
に
規

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第

定
す
る
短
時
間
勤

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

務
の
職
を
占
め
る

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て

職
員
を
い
う
。
以

い
る
職
員
（
以
下
「
育
児

い
る
職
員
（
以
下
「
育
児

下
同
じ
。
）
そ
の

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

他
の
職
員

う
。
）

の
職
員

う
。
）

略

略

略

略

略

略

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
特
例
）

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
特
例
）

第
二
十
二
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
規
定
の
適

第
二
十
二
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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略

略

略

略

略

略

第
十
九
条
第
一
項

第
五
条
第
三
項
か

第
九
条
の
二

第
十
九
条
第
一
項

第
十
一
条
の
四

第
十
一
条
の
四
、
第
十
二

ら
第
十
項
ま
で
、

条
の
二

第
五
条
の
二
、
第

九
条
の
二

再
任
用
職
員

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

第
十
一
条
の
四

第
十
一
条
の
四
、
第
十
二

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第

条
の
二

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間

定
年
前
再
任
用
短

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

勤
務
職
員

時
間
勤
務
職
員

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間

勤
務
職
員

附

則

附

則

１
・
２

略

１
・
２

略

（
給
与
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に

関
す
る
読
替
え
）

３

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
勤
務
時
間
条

例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

」
と
す
る
。

54                 



職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
退
職
手
当
の
支
給
）

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
前
条
に
規
定
す
る
県
の
一

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
前
条
に
規
定
す
る
県
の
一

般
職
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
（

般
職
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
（
地

方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第

二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
を

以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
（
死
亡

除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
（
死
亡

に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
支
給
す
る
。

に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
支
給
す
る
。

２

職
員
以
外
の
者
（
単
純
労
務
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
職
員
に
つ
い
て

２

職
員
以
外
の
者
（
単
純
労
務
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
職
員
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は

定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は

こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ

こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ

、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八
日
（
人
事
委
員
会
規
則

、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八
日

で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
）
以
上
あ

以
上
あ

る
月
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に

る
月
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に

至
つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

至
つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
（
第
四
条
中
十
一
年
以
上
二

い
る
も
の
は
、
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
（
第
四
条
中
十
一
年
以
上
二

十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
た
者
の
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭

十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
た
者
の
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い

和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
（
以
下
「
傷
病
」
と
い
う
。
）

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
（
以
下
「
傷
病
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
並
び
に
第
五

に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
並
び
に
第
五

条
中
公
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
並
び
に
二
十
五
年

条
中
公
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
並
び
に
二
十
五
年

以
上
勤
続
し
た
者
の
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職

以
上
勤
続
し
た
者
の
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職

に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
一
般
の
退
職
手
当
）

（
一
般
の
退
職
手
当
）

第
二
条
の
六

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
条

第
二
条
の
六

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
条

の
三
の
二
ま
で
及
び
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

の
三

ま
で
及
び
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
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た
退
職
手
当
の
基
本
額
に
、
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手

た
退
職
手
当
の
基
本
額
に
、
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手

当
の
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

当
の
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

（
十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当

（
十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当

の
基
本
額
）

の
基
本
額
）

第
四
条

十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（

第
四
条

十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
地
方

職
員
の

公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
四
条
第

規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
同
条
例
第
四
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二

一
項

の
期
限
又
は
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
含
む
。

項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
含
む
。

次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の
法
令
の
規

次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の
法
令
の
規

定
に
よ
り
退
職
し
た
者
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た

定
に
よ
り
退
職
し
た
者
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た

者
又
は
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
で
あ

者
又
は
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
で
あ

つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
二
十
五
年
未

つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
二
十
五
年
未

満
の
期
間
勤
続
し
、
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命

満
の
期
間
勤
続
し
、
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命

権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職

権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
（
以
下
「
退
職
日
給
料
月
額
」
と
い
う

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
（
以
下
「
退
職
日
給
料
月
額
」
と
い
う

。
）
に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲

。
）
に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

２

略

２

略

（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
五
条

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
若
し
く
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
若

第
五
条

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
若
し
く
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
若

し
く
は
過
員
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知

し
く
は
過
員
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知

事
の
承
認
を
得
た
も
の
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
職
員
の

事
の
承
認
を
得
た
も
の
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
地
方
公

定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
若
し
く
は
こ

務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
若
し
く
は
こ

れ
に
準
ず
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
、
法
令
の
規
定
に
基
づ

れ
に
準
ず
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
、
法
律
の
規
定
に
基
づ

く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
又
は
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨

く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
又
は
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨

を
受
け
て
退
職
し
た
者
若
し
く
は
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で

を
受
け
て
退
職
し
た
者
若
し
く
は
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
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あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
公
務
上
の

あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
公
務
上
の

傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は

傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は

、
退
職
日
給
料
月
額
に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、

、
退
職
日
給
料
月
額
に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

２

略

２

略

（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ

（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
二

退
職
し
た
者
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号

第
五
条
の
二

退
職
し
た
者

）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
任
命
（
第
五
条
の
三
の
二

及
び
附
則
第
十
六
項
に
お
い
て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
を
さ
れ
て
職
員

と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
、
給
料
月

の
基
礎
在
職
期
間
中
に
、
給
料
月

額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お

額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月

い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月

額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
附
則
第
十
五
項
及
び
第
二
十
一
項
に
お
い

額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
附
則
第
三
十
二
項

に
お
い

て
同
じ
。
）
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と

て
同
じ
。
）
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
減
額
さ
れ
た
日
（
以
下
「
減
額
日
」
と
い
う

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
減
額
さ
れ
た
日
（
以
下
「
減
額
日
」
と
い
う

。
）
に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の

。
）
に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の

そ
の
者
の
給
料
月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減
額
前
給
料
月

そ
の
者
の
給
料
月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減
額
前
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
が
退
職
日
給
料
月
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

額
」
と
い
う
。
）
が
退
職
日
給
料
月
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

略

２

略

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
三

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
法

第
五
条
の
三

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
法

律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
及
び
勤
務
公
署
の
移
転
に

律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
及
び
勤
務
公
署
の
移
転
に

よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
を
除
く

よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
を
除
く
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。
）
の
う
ち
、
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
に
退
職
し

。
）
の
う
ち
、
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
に
退
職
し

た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
勤
続
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
勤
続
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

年
齢
が
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十

年
齢
が
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十

五
年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
同
項
及
び
前
条
第
一
項
の

年

を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
同
項
及
び
前
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
特
定
任
命
を
さ
れ
て
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
に
関
す
る
準
用
規

定
）

第
五
条
の
三
の
二

第
五
条
の
二
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
特
定
任
命
を
さ
れ
て
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職

し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
二
の
見
出

し
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
退

職
し
た
者
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条

の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
任
命
（
第
五
条
の
三
の
二
及
び
附
則
第
十

六
項
に
お
い
て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
を
さ
れ
て
職
員
と
な
つ
た
後
に

退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
（
警
察
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

る
任
命
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
て
職
員
と
な
つ

た
後
に
退
職
し
た
者
」
と
、
「
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定

を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ

り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
附

則
第
十
五
項
及
び
第
二
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額

の
減
額
改
定
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

二
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
を
い
う
」

と
、
「
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給

月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
（
特
定
任
命
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

、
特
定
任
命
前
の
俸
給
月
額
よ
り
も
低
い
給
料
月
額
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
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な
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
給
料
月
額
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
俸

給
月
額
の
う
ち
」
と
、
同
項
並
び
に
前
条
の
表
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号

の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号 

の
項
中
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額

」
と
あ
る
の
は
「
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二
第
一
項
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二
第
一
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
一
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

同
項
第
二
号 

に
掲
げ
る
割
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超

同
項
第
二
号 

に
掲
げ
る
割
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
そ

え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
そ

の
者
の
退
職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。

の
者
の
退
職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。

一

六
十
以
上

特
定
減
額
前
給
料
月
額
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読

一

六
十
以
上

特
定
減
額
前
給
料
月
額

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
（
同
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

減
額
前
俸
給
月
額
を
い
う
。
）
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
六
十
を
乗

に
六
十
を
乗

じ
て
得
た
額

じ
て
得
た
額

二

略

二

略

第
六
条
の
三

第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用

第
六
条
の
三

第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

略

略

略

略

略

略

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

第
一
項
（

て
適
用
す
る
第
五
条
の
二
第
一
項
（

第
一
項
の

て
適
用
す
る
第
五
条
の
二
第
一
項
の

略

略

略

略

第
六
条
の
二

特
定
減
額
前

特
定
減
額
前
給
料
月
額
（
第
五
条
の
三

第
六
条
の
二

特
定
減
額
前

特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
特
定
減
額

第
一
号

給
料
月
額
（

の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
一
号
及
び

給
料
月
額

前
給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お
い
て
定

第
五
条
の
三

場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
減
額
前
俸
給

第
二
号

め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と

の
二
に
お
い

月
額
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

同
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
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て
読
み
替
え

ら
れ
た
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の

て
準
用
す
る

る
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
を
い
う
。
）

二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

場
合
に
あ
つ

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

て
は
、
特
定

じ
。
）
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に

減
額
前
俸
給

退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

月
額
（
同
条

そ
の
者
に
係
る
定
年
と
同
日
に
お
け
る

の
規
定
に
よ

そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年

り
読
み
替
え

数
一
年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得

ら
れ
た
第
五

た
額
の
合
計
額

条
の
二
第
一

項
に
規
定
す

る
特
定
減
額

前
俸
給
月
額

を
い
う
。
）

。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。

）

第
六
条
の
二

特
定
減
額
前

特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
特
定
減
額

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

第
二
号

給
料
月
額

前
給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お
い
て
定

第
二
号

第
一
項
第
二

て
適
用
す
る
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二

め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と

号 

号 

同
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差

及
び
退
職
日

並
び
に
退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日

に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の

給
料
月
額

給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
同

第
五
条
の
二

第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に

第
一
項
第
二

て
適
用
す
る
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二

相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の
二

号 

号 

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

及
び
退
職
日

並
び
に
退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日

当
該
割
合

当
該
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み

給
料
月
額

給
料
月
額
に
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

替
え
て
適
用
す
る
同
号 

に
掲
げ
る
割

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
同

合

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
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相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の
二

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

当
該
割
合

当
該
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
同
号 

に
掲
げ
る
割

合

（
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
係
る
特
例
）

（
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
係
る
特
例
）

第
六
条
の
五

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該

第
六
条
の
五

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
が
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
基

当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
が
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
基

本
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き

本
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き

は
、
第
二
条
の
六
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て

は
、
第
二
条
の
六
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
及
び

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
附
則
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
の
者
の
退
職
手

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
の
者
の
退
職
手

当
の
額
と
す
る
。

当
の
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

２

略

２

略

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
十
条

勤
続
期
間
十
二
月
以
上
（
特
定
退
職
者
（
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十

第
十
条

勤
続
期
間
十
二
月
以
上
（
特
定
退
職
者
（
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十

九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格

九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格

者
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下

者
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
で
退
職
し
た
職
員
（
第
六
項
又
は
第

同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
で
退
職
し
た
職
員
（
第
五
項
又
は
第

八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

七
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
、
当
該
退
職
し
た
職
員
を
同
法

が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
、
当
該
退
職
し
た
職
員
を
同
法

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
と
、
当
該
退
職
し
た
職
員
の
基

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
と
、
当
該
退
職
し
た
職
員
の
基

準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎

準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎

期
間
の
年
月
数
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規

期
間
の
年
月
数
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
離
職
の
日
と
、
特
定
退
職
者
を
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す

定
す
る
離
職
の
日
と
、
特
定
退
職
者
を
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
受
給
資
格
者
と
み
な
し
て
同
法
第
二
十
条
第
一
項
を
適
用
し
た
場
合

る
特
定
受
給
資
格
者
と
み
な
し
て
同
法
第
二
十
条
第
一
項
を
適
用
し
た
場
合

に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
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定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
内
に
妊
娠
、
出
産
、
育
児
そ
の
他
人
事
委
員
会
規

定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
内
に
妊
娠
、
出
産
、
育
児
そ
の
他
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き

則
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き

な
い
者
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
そ
の
旨
を

な
い
者
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
そ
の
旨
を

申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
理
由
に
よ
り
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
日

申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
理
由
に
よ
り
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
日

数
を
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
加
算
さ
れ
た
期
間
が
四
年
を
超
え
る
と
き

数
を
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
加
算
さ
れ
た
期
間
が
四
年
を
超
え
る
と
き

は
、
四
年
と
す
る
。
第
三
項
に
お
い
て
「
支
給
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
失

は
、
四
年
と
す
る
。
第
三
項
に
お
い
て
「
支
給
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
失

業
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の

業
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の

額
を
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
日
額
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の

額
を
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
日
額
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
に
等
し
い
日
数
（
以
下
こ

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
に
等
し
い
日
数
（
以
下

の
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
「
待
期
日
数
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
失
業

「
待
期
日
数
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
失
業

し
て
い
る
と
き
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
そ

し
て
い
る
と
き
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
そ

の
超
え
る
部
分
の
失
業
の
日
に
つ
き
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
日
額

の
超
え
る
部
分
の
失
業
の
日
に
つ
き
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
日
額

に
相
当
す
る
金
額
を
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の

に
相
当
す
る
金
額
を
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の

支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日

支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日

数
か
ら
待
期
日
数
を
減
じ
た
日
数
分
を
超
え
て
は
支
給
し
な
い
。

数
か
ら
待
期
日
数
を
減
じ
た
日
数
分
を
超
え
て
は
支
給
し
な
い
。

一

略

一

略

二

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
と

二

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
と

、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
を
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保

、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
を
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保

険
者
期
間
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

険
者
期
間
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
離
職
の
日
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
第
二
十

す
る
離
職
の
日
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
第
二
十

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
期
間
の
年
月
数
と
み
な
し
て
同
法
の

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
期
間
の
年
月
数
と
み
な
し
て
同
法
の

規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
支

規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
基
本
手
当
の
日
額
に
そ
の
者
に
係
る
同
法
第

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
基
本
手
当
の
日
額
に
そ
の
者
に
係
る
同
法
第

二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日
数
（
第
三
項
及
び
第
十
三
項

二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日
数
（
以
下

に
お
い
て
「
所
定
給
付
日
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

「
所
定
給
付
日
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

２

前
項
の
基
準
勤
続
期
間
と
は
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
い
う
。
こ
の

２

前
項
の
基
準
勤
続
期
間
と
は
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
い
う
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
続
期
間
に
係
る
職
員
と
な
つ
た
日
前
に
職
員
又
は

場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
続
期
間
に
係
る
職
員
と
な
つ
た
日
前
に
職
員
又
は

職
員
以
外
の
者
で
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し

職
員
以
外
の
者
で
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し

た
日
（
法
令
の
規
定

に
よ
り

た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
り

、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。

、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
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）
が
十
八
日
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員

）
が
十
八
日

会
規
則
で
定
め
る
日
数
）
以
上
あ
る
月
が
一
月
以
上
あ
る
も
の
（
季
節
的
業

以
上
あ
る
月
が
一
月
以
上
あ
る
も
の
（
季
節
的
業

務
に
四
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
、
又
は
季
節
的
に
四
箇
月
以

務
に
四
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
、
又
は
季
節
的
に
四
箇
月
以

内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
き
当
該
所

内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
き
当
該
所

定
の
期
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の

定
の
期
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
つ
い

項
に
お
い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
勤
続
期
間
又

て
は
、
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
勤
続
期
間
又

は
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
て
い

は
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
て
い

る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
全
て

の
期
間
を
除
く

る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
期
間
を
除
く

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

３

略

３

略

４

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
が
定
年

４

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
が
定
年

に
達
し
た
こ
と
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で

に
達
し
た
こ
と
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で

あ
る
職
員
が
、
当
該
退
職
後
一
定
の
期
間
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を

あ
る
職
員
が
、
当
該
退
職
後
一
定
の
期
間
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を

希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

知
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期

知
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
、
求
職
の
申
込
み
を
し
な

間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
、
求
職
の
申
込
み
を
し
な

い
こ
と
を
希
望
す
る
一
定
の
期
間
（
一
年
を
限
度
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る

い
こ
と
を
希
望
す
る
一
定
の
期
間
（
一
年
を
限
度
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る

期
間
を
合
算
し
た
期
間
（
当
該
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る

期
間
を
合
算
し
た
期
間
（
当
該
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る

一
定
の
期
間
内
に
求
職
の
申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

一
定
の
期
間
内
に
求
職
の
申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
に
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
求
職
の
申
込
み
を
し
た
日
の
前
日
ま

間
に
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
求
職
の
申
込
み
を
し
た
日
の
前
日
ま

で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
）
」
と
、
「
当
該
期
間
内
」

で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
）
」
と
、
「
当
該
期
間
内
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
合
算
し
た
期
間
内
」
と
、
前
項
中
「
支
給
期
間
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
当
該
合
算
し
た
期
間
内
」
と
、
前
項
中
「
支
給
期
間
」
と
あ

る
の
は
「
次
項

に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期

る
の
は
「
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期

間
」
と
す
る
。

間
」
と
す
る
。

５

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日

後
に
事
業
（
そ
の
実
施
期
間
が
三
十
日
未
満
の
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
事
業
の
実
施

期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四
年
か
ら
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
期
間
の
日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該

超
え
る
日
数
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
に
算

入
し
な
い
。

６

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
（
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
（
第
七
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
高
年
齢
被
保
険
者
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第

る
高
年
齢
被
保
険
者
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第

二
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合
に

二
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合
に

は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ

は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ

る
額
を
減
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定

る
額
を
減
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定

に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

一

略

一

略

二

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢

二

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢

受
給
資
格
者
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
（
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

受
給
資
格
者
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
（
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を

）
を
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
期
間
と
、
当
該
退
職

同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
期
間
と
、
当
該
退
職
の
日

の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
離
職
の
日
と
、
そ
の

を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
離
職
の
日
と
、
そ
の
者
の

者
の
基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定

基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数
を
同
法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

に
よ
る
期
間
の
年
月
数
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、

る
期
間
の
年
月
数
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
そ
の

そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に

者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に
相
当

相
当
す
る
額

す
る
額

７

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
（
第
九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

６

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
（
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
高
年
齢
被
保
険
者
に
該
当
す
る
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合

る
高
年
齢
被
保
険
者
に
該
当
す
る
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
退
職
し
た
者
が
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
い
と
き

に
お
い
て
、
退
職
し
た
者
が
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
い
と
き

は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
そ
の
者
に
つ
き
同
法
の
規
定
を
適
用

は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
そ
の
者
に
つ
き
同
法
の
規
定
を
適
用

し
た
場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付

し
た
場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
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金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高

金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高

年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

８
～

略

７
～

略

11

10

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

12

11

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
で
次
の
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

き
る
者
で
次
の
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ

該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ

る
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、
傷
病
手
当
、
就
業
促
進
手
当
、
移
転
費
又

る
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、
傷
病
手
当
、
就
業
促
進
手
当
、
移
転
費
又

は
求
職
活
動
支
援
費
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

は
求
職
活
動
支
援
費
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

公
共
職
業
安
定
所
、
職
業
安
定
法
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
地

五

公
共
職
業
安
定
所
、
職
業
安
定
法
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
地

方
公
共
団
体
若
し
く
は
同
法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業

方
公
共
団
体
若
し
く
は
同
法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業

者
の
紹
介
し
た
職
業
に
就
く
た
め
、
又
は
知
事
が
雇
用
保
険
法
の
規
定
の

者
の
紹
介
し
た
職
業
に
就
く
た
め
、
又
は
知
事
が
雇
用
保
険
法
の
規
定
の

例
に
よ
り
指
示
し
た
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓

例
に
よ
り
指
示
し
た
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓

練
等
を
受
け
る
た
め
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
者

同
条
第
二

練
等
を
受
け
る
た
め
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
者

同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
移
転
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額

項
に
規
定
す
る
移
転
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額

六

略

六

略

略

略

13

12

第
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

第
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

14

13

項
、
第
三
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
給
が
あ

項
、
第
三
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
給
が
あ

つ
た
金
額
に
相
当
す
る
日
数
分
の
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職

つ
た
金
額
に
相
当
す
る
日
数
分
の
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

第
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

15

14

項
、
第
三
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

項
、
第
三
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
分
の
第
一
項
又
は
第
三

げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
分
の
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

一
・
二

略

一
・
二

略

第
十
二
項
の
規
定
は
、
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の

第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の

16

15

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
退

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退

職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
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職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）

職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）

及
び
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

及
び
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
（
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受

が
で
き
る
者
（
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受

け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら

け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す

起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、
傷
病
手
当

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、
傷
病
手
当

、
就
業
促
進
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
就
業
促
進
手
当
」
と
読
み
替
え
る
も
の

、
就
業
促
進
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
就
業
促
進
手
当
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

雇
用
保
険
法
第
十
条
の
四
の
規
定
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
つ

雇
用
保
険
法
第
十
条
の
四
の
規
定
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
つ

17

16

て
第
一
項
、
第
三
項
、
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

て
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

略

略

18

17

（
退
職
後
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限

（
退
職
後
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限

こ

）

）

第
十
四
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当

第
十
四
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職

を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職

を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職

を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を

を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を

受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の

情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の

額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を

額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。

合
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。

）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
地
方
公

と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
地
方
公
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務
員
法
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
処
分

務
員
法
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
処
分

（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
免
職
処
分
」
と

（
以
下
「
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分

」
と

い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
。

い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
定
年
前
再
任
用

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
再
任
用
職
員
に

短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
免
職
処
分
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
）

対
す
る
免
職
処
分

の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
当
該
退
職
後
に
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基

に
つ
い
て
、
当
該
退
職
後
に
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基

礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を

礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を

受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

２
～
６

略

２
～
６

略

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の

額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対

し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の

し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の

生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を

生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
十
条

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
十
条

第
三
項
、
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る

第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手
当
受
給
可
能

こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手
当
受
給
可
能

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
は

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算

出
さ
れ
る
金
額
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」

出
さ
れ
る
金
額
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う

と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に

関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
定
年
前

と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
と
き
。

職
員
に
対
す
る
免
職
処
分

を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
定
年
前
再
任
用

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
再
任
用
職
員
に

短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
免
職
処
分
の
対
象
と
な
る
職
員
を
除
く
。

対
す
る
免
職
処
分

の
対
象
と
な
る
職
員
を
除
く
。
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）
に
つ
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職

）
に
つ
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き

行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
第
十
条
第
一
項
、

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
第
十
条
第
一
項
、

第
六
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
て
い
る

第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
て
い
る

場
合
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
退
職
に
係

場
合
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
退
職
に
係

る
一
般
の
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機

る
一
般
の
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機

関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
～
６

略

３
～
６

略

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）

第
十
七
条

退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）

第
十
七
条

退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）

に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お

に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お

い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条

い
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
退
職
手
当
の
受
給
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
退
職
の
日
か
ら
六

に
お
い
て
「
退
職
手
当
の
受
給
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
退
職
の
日
か
ら
六

月
以
内
に
第
十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け

月
以
内
に
第
十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け

る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を

る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退

除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退

職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第

職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る

な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る

べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
旨
の
通
知
を

べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
旨
の
通
知
を

し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
通
知
が
当
該
相
続
人
に

し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
通
知
が
当
該
相
続
人
に

到
達
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を

到
達
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し

て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し

て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し

た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（

た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（

当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は

当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納

、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
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付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
十
五
条
第

２

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
十
五
条
第

五
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
一

五
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
（
次

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
（
次

項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
退
職
に
係
る

項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
退
職
に
係
る

退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を

し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な

し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ

る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ

き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手

き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手

当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合

当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合

に
は

、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当

に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当

す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

退
職
手
当
の
受
給
者
（
遺
族
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

３

退
職
手
当
の
受
給
者
（
遺
族
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中

お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中

の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（
第
十
三
条
第
一
項

の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、

当
該
刑
事
事
件
に
つ
き
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
第
十
五
条
第

当
該
刑
事
事
件
に
つ
き
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退

職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日

職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日

か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当

か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当

該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の

該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の

基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を

基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を

受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般

受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般

の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ

の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ

つ
た
場
合
に
は

、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一

つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一

部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期

間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
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該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
五
条

該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
五
条

こ

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該

退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の

退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の

日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、

日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

こ

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し

た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は

、
失
業
者
退
職

た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職

手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処

手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処

分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
退
職
に

５

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
退
職
に

係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き

係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き

続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に

続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分

対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内

に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た

に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た

者
が
当
該
行
為
に
関
し
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
免
職

者
が
当
該
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分

処
分
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は

、

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付

失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付

を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６
～
８

略

６
～
８

略

附

則

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後

の
退
職
に
よ
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

の
退
職
に
因
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
前
の
退
職
に

因
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
（
附
則
第
十

七
項
に
規
定
す
る
職
員
で
も
と
の
陸
海
軍
に
属
し
、
か
つ
、
も
と
の
陸
海
軍
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か
ら
俸
給
を
受
け
て
い
た
も
の
（
以
下
「
未
復
員
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
の
同
年
同
月
同
日
以
前
に
お
け
る
勤
続
期
間
の
計
算
に

つ
い
て
は
、
附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
九
項
か
ら
附
則
第
十
一
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
第
七
条
（
第
五
項
中
段
を
除
く
。
）
、
第
七
条
の
二
、
第

七
条
の
三
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
八
号
。
以
下
「
昭
和
四
十
八
年
改

正
条
例
第
五
十
八
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
及
び
附
則
第
九
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

４

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
の
同
日
以
前

に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
の
職
員

と
し
て
の
在
職
期
間
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定

す
る
者
が
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
者
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た

際
に
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受

け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
給
与
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
期
間
の
三
分

の
二
の
期
間
は
、
そ
の
者
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
、

含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧

奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
外
国
政
府
又
は
日
本
政
府
若
し
く
は
外
国
政
府

と
特
殊
な
関
係
が
あ
つ
た
法
人
で
外
国
に
お
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式

会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
（
以
下
「
旧
専
売
公
社
」
と
い
う

。
）
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附

則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
国
有
鉄
道
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
日
本
国
有

鉄
道
（
以
下
「
旧
日
本
国
有
鉄
道
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
日
本
電
信
電

話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附

則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
電
信
電
話
公
社
（
以
下

「
旧
電
信
電
話
公
社
」
と
い
う
。
）
の
事
業
と
同
種
の
事
業
を
行
つ
て
い

た
も
の
で
、
施
行
令
附
則
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
の
職
員
（
以
下
「
外
国
政
府
職
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
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た
め
退
職
し
、
か
つ
、
外
国
政
府
職
員
等
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た
後
に

引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
当
該
外
国
政
府
職
員
等
と
し
て

の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間

二

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧

奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
旧
国
民
医
療
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
七
十
号

）
に
規
定
す
る
日
本
医
療
団
（
以
下
「
医
療
団
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（

以
下
「
医
療
団
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
医
療

団
の
業
務
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
引
継
ぎ
と
と
も
に
引
き
続
い
て
再
び
職

員
と
な
つ
た
も
の
の
当
該
医
療
団
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

の
三
分
の
二
の
期
間

三

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧

奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
日
本
赤
十
字
社
の
救
護
員
（
以
下
「
求
護
員
」

と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
救
護
員
と
し
て
旧
日
本
赤
十
字
社
令

（
明
治
四
十
三
年
勅
令
第
二
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
戦
地
勤
務

（
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
五

号
）
附
則
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
地
勤
務
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
服
し
、
か
つ
、
救
護
員
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た
後
に
引

き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
当
該
救
護
員
と
し
て
、
戦
地
勤
務

に
服
し
た
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間

四

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
期
間

イ

任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
外
国
に
あ
つ
た

特
殊
機
関
の
職
員
で
、
施
行
令
附
則
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
外
国
特
殊
機
関
職
員
」
と
い
う
。

）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
外
国
特
殊
機
関
職
員
と
し
て
の
身
分

を
失
つ
た
後
に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
当
該
外
国
特
殊

機
関
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二
の
期
間

ロ

任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧
奨
を
受
け
、
引
き
続
い
て
外
国
政
府
の
職

員
と
な
る
た
め
退
職
し
、
当
該
外
国
政
府
の
当
該
業
務
の
外
国
に
あ
つ

た
特
殊
機
関
へ
の
引
継
ぎ
と
と
も
に
引
き
続
い
て
外
国
特
殊
機
関
職
員
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と
な
り
、
か
つ
、
外
国
特
殊
機
関
職
員
と
し
て
の
身
分
を
失
つ
た
後
に

引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
当
該
外
国
政
府
の
職
員
及
び
当

該
外
国
特
殊
機
関
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
三
分
の
二

の
期
間

５

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
で
あ
つ
て
、

国
家
公
務
員
等
か
ら
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
及
び
同
日
に
現
に
在

職
し
て
い
た
国
家
公
務
員
等
で
あ
つ
て
同
年
八
月
一
日
以
後
に
引
き
続
い
て

職
員
と
な
つ
た
も
の
の
同
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等

と
し
て
の
勤
務
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
九
項

か
ら
附
則
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
第
七
条
第
五
項
及
び

第
六
項
、
第
七
条
の
三
並
び
に
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
附
則

第
三
項
及
び
附
則
第
九
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
七

条
第
五
項
た
だ
し
書
中
「
退
職
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
（
昭
和
四

十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
の
四
第
一
項
の
退

職
、
附
則
第
十
五
項
の
特
殊
退
職
及
び
附
則
第
十
六
項
に
規
定
す
る
職
員
又

は
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
た
退
職
を
除
く
。
）
に
よ

り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
さ
き
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
昭

和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
お
い
て
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
な
く
引
き
続
い
て
国
家
公
務

員
等
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
で
国
家
公
務
員
等
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

７

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
施
行
の
際
、
国
家
地
方

警
察
職
員
ま
た
は
自
治
体
警
察
職
員
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者
で
、

昭
和
二
十
三
年
三
月
八
日
か
ら
警
察
法
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
国
家
地
方
警
察
職
員
ま
た
は
自
治
体
警
察
職
員
を
退
職
し
、
退
職
手
当

の
支
給
を
受
け
、
引
き
続
い
て
自
治
体
警
察
職
員
ま
た
は
国
家
地
方
警
察
職

員
と
な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
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ら
ず
、
当
該
退
職
手
当
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
期
間
を
そ
の
者
の
職

員
と
し
て
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
む
も
の
と
す
る
。

８

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
在
職
期
間
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
は
、

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
か
ら
人
事
委
員
会

規
則
の
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

９

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
し
て
い
た
職
員
の
う
ち
、
次

の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
も
の
の
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
後
の
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
。

一

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧

し
よ
う
を
受
け
て
他
の
任
命
権
者
に
属
す
る
職
員
と
な
る
た
め
退
職
し
、

か
つ
、
任
命
権
者
の
手
続
の
遅
延
の
た
め
退
職
の
日
の
翌
々
日
以
後
に
お

い
て
他
に
就
職
す
る
こ
と
な
く
そ
の
承
認
又
は
勧
し
よ
う
を
受
け
た
他
の

任
命
権
者
に
属
す
る
職
員
と
な
つ
た
も
の

二

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
の
承
認
又
は
勧

し
よ
う
を
受
け
、
引
き
続
い
て
在
外
研
究
員
又
は
外
国
留
学
生
（
以
下
「

在
外
研
究
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
そ
の
研
究

又
は
留
学
を
終
え
た
後
に
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
現
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
も
の

10
が
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
他
に
就
職
す
る
こ
と
な
く
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
期
間
は
、
そ
の
も
の
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に

引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
。

一

外
地
官
署
所
属
職
員

外
地
官
署
所
属
職
員
の
身
分
に
関
す
る
件
（
昭

和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
八
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
身
分
を
保
留

す
る
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日

二

外
国
政
府
職
員
等
、
外
国
特
殊
機
関
職
員
又
は
在
外
研
究
員
等

昭
和

二
十
年
八
月
十
六
日

三

救
護
員
で
戦
地
勤
務
に
服
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
軍
人
軍
属

そ
の

身
分
を
失
つ
た
日

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止

11
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、
退
官
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
九
号
）
第
一

条
若
し
く
は
旧
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
（
昭
和

二
十
二
年
勅
令
第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
さ
せ
ら
れ
た
も
の
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置
で
施
行
令
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
に
よ
り
そ
の
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
で
退
職
さ
せ
ら
れ
た
も

の
（
先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
、
終
戦
に
伴
い
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
以

後
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
公
職
に
つ
く
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
日
前
に
お
い
て

そ
の
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
で
退
職
し
た
者
の
う
ち
こ
れ
ら
の
措
置
の
適
用

を
受
け
た
も
の
で
、
そ
の
禁
ぜ
ら
れ
た
日
（
そ
の
禁
ぜ
ら
れ
た
日
前
に
再
び

職
員
と
な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
び
職
員
と
な
つ
た
日
）
の
前
日
ま

で
の
間
に
他
に
就
職
し
な
か
つ
た
も
の
を
含
む
。
）
が
、
そ
の
退
職
の
後
、

法
令
の
規
定
又
は
特
別
の
手
続
き
に
よ
り
こ
れ
ら
の
措
置
が
解
除
さ
れ
た
日

（
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
就
職
が
制
限
さ
れ
な
か
つ
た
職
員
と
な
つ
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
退
職
の
日
）
か
ら
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
先
に
職
員
と
し
て
在
職

し
た
期
間
は
、
そ
の
者
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
解
除
さ
れ
た
日
か
ら
百
二
十
日
を
経

過
し
た
日
以
後
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
経
過
し
た
日

か
ら
再
び
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
他
に
就
職
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
附
則
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
救
護
員
で

12
戦
地
勤
務
に
服
し
た
こ
と
の
あ
る
者
、
外
国
特
殊
機
関
職
員
及
び
在
外
研
究

員
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
地
官
署
所
属
職
員
等
」
と
い
う

。
）
で
あ
つ
た
者
で
同
日
に
お
い
て
本
邦
外
に
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
、
昭
和

二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
に
お
い
て
そ
の
本
邦
に
帰
還
し
た
日
か
ら
三
年
（

特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
任
命
権
者
が
知
事
と
協
議

し
て
定
め
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

内
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
又
は
同
年
八
月
一
日
以
後
に
お
い
て
そ
の
本
邦
に

帰
還
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
国
家
公
務
員
等
と
な
り
、
引
き
続
き
国
家
公

務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は

75                 



、
外
地
官
署
所
属
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
は
、
そ
の
者
の
同
年
八
月
八
日
以

後
に
お
い
て
最
初
に
開
始
す
る
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
期

間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
当
該
国
家
公
務
員
等
と
し
て
の

在
職
期
間
に
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
す
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
国
家
公
務

員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
勤
続
期
間
を
計

算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
邦
に
帰
還
し
た
日
か
ら
当
該
職
員
又
は

国
家
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
他
に

就
職
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
に
規
定
す
る
者
（
未
復
員
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
昭
和
二

13
十
八
年
七
月
三
十
一
日
（
同
年
八
月
一
日
以
後
に
附
則
第
十
項
第
一
号
に
規

定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
外
地
官
署
所
属
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
が

満
了
す
る
日
）
以
前
に
お
け
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規

定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
九
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第

六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
第
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
七

条
の
三
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
五
項
た
だ

し
書
中
「
退
職
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
（
附
則
第
十
五
項
の
特
殊

退
職
及
び
附
則
第
十
六
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在

職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与

の
支
給
を
受
け
て
し
た
退
職
を
除
く
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
、
同
日
に
現
に
国

14
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
、
同
日
後
に
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
又

は
附
則
第
十
二
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

職
期
間
中
に
お
い
て
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条

例
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て

特
殊
退
職
を
し
、
か
つ
、
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る

も
の
が
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
一
般
の
退
職
手
当
の
額

は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
並
び
に
第
六
条
、
昭
和
四
十
八
年
改
正

条
例
第
五
十
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
の
四
第
二
項
及
び
附
則
第
十
六
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項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に
、

第
一
号
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
（
附
則
第
十
六
項
に
規

定
す
る
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
し
た
退
職
を

し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
割
合
と
そ
の
者
に
係
る
附
則
第
十
六
項
に
お
い

て
例
に
よ
る
附
則
第
十
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
）

を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

そ
の
者
が
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
六
条
、
職
員
の
退
職

手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田

県
条
例
第
五
十
号
）
附
則
第
四
項
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
九
号
。
以

下
「
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
九
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
か
ら

附
則
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
退
職
手
当
の
支
給
を
受

け
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
手
当
の
額
の
当
該
給
料
月
額

に
対
す
る
割
合

二

そ
の
者
が
特
殊
退
職
を
し
た
際
に
、
そ
の
際
支
給
を
受
け
た
こ
の
条
例

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
つ
た
勤
続
期
間
（
当
該
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
勤

続
期
間
が
そ
の
者
が
在
職
し
た
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
手
当

に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該

給
与
の
額
を
当
該
特
殊
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
で
除
し

て
得
た
数
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
に
相
当
す
る
月
数
）
を
こ
の
条
例
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
勤
続
期
間
と
み
な
し
た
場
合
の
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
る
退
職
手
当
（
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
及
び
外

地
官
署
所
属
職
員
の
う
ち
、
第
四
条
（
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し

た
職
員
の
う
ち
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権

者
が
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
も
の
以
外
の
者
に
係
る
退
職
手
当
に
関

す
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
退
職
手
当
に
係
る
退
職
（
以
下
「
整
理
退
職
」
と
い
う
。
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）
に
該
当
す
る
特
殊
退
職
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
退
職
手
当
）
の
支
給
を
受
け
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
退
職
手
当
の
額
の
当
該
特
殊
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額

に
対
す
る
割
合
（
特
殊
退
職
を
二
回
以
上
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
殊
退
職
に
係
る
当
該
割
合
を
合
計
し
た
割
合
）

前
項
の
特
殊
退
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
退
職
又
は
身
分
の
喪
失
と
す

15
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
退
職
に
あ
つ
て
は
、
整
理
退
職

に
該
当
す
る
退
職
を
除
く
。

一

職
員
が
退
職
し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
職
員
と
な

る
場
合
（
国
家
公
務
員
等
が
退
職
し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日

に
再
び
当
該
退
職
の
日
ま
で
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
国
又
は
地
方
公
共
団

体
の
国
家
公
務
員
等
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
の
退
職

二

職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
が
任
命
権
者
の
要
請
を
受
け
て
職
員
又
は
国

家
公
務
員
等
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に

職
員
又
は
当
該
国
家
公
務
員
等
と
な
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）
の
退
職

三

附
則
第
四
項
各
号
又
は
附
則
第
九
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
附
則
第

五
項
及
び
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
退
職

四

附
則
第
十
一
項
（
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
退
職

五

外
地
官
署
所
属
職
員
又
は
軍
人
軍
属
の
身
分
の
喪
失

職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
か
ら
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、

16
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
（
そ
の
者
が
当
該
在
職
期
間
中
に
お

い
て
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
条
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
者
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

当
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
退
職
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
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場
合
に
は
、
当
該
退
職
の
日
（
当
該
退
職
を
二
回
以
上
し
た
者
に
つ
い
て
は

、
そ
の
う
ち
の
最
終
の
退
職
の
日
）
以
後
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

職
期
間
に
限
る
。
）
中
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
、
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
退
職
（
整
理

退
職
に
該
当
す
る
退
職
及
び
特
殊
退
職
に
該
当
す
る
退
職
を
除
く
。
）
を
し

、
か
つ
、
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
、
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等
と
な
つ

た
こ
と
が
あ
る
も
の
が
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
一
般
の

退
職
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
十
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ

し
書
中
「
退
職
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
、
退
職
（
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例

第
五
十
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
の
四
第
一
項
の
退
職
、
附
則
第
十
五

項
の
特
殊
退
職
及
び
附
則
第
十
六
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
国
家
公
務
員
等

と
し
て
在
職
し
た
後
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
し
た
退
職
を
除
く
。
）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以

17
後
ソ
ヴ
イ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
、
樺
太
、
千
島
、
北
緯
三
十
八
度
以

北
の
朝
鮮
、
関
東
州
、
満
州
又
は
中
国
本
土
の
地
域
内
に
お
い
て
生
存
し
て

い
た
と
認
め
ら
れ
る
資
料
が
あ
り
、
且
つ
、
本
邦
に
帰
還
し
て
い
な
い
も
の

（
自
己
の
意
思
に
よ
り
帰
還
し
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
昭
和
二
十

年
九
月
二
日
以
後
に
お
い
て
、
本
邦
に
あ
つ
た
者
を
除
く
。
）
が
恩
給
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
又
は
秋
田

県
退
職
年
金
等
お
よ
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
秋

田
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
退
職
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

と
き
又
は
適
用
日
以
後
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
そ
の
退
職

の
日
又
は
死
亡
の
確
認
の
日
に
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
が
昭
和

二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
（
そ
の
額
が
別
表
上

欄
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
額
の
直
近
上

位
の
額
と
す
る
。
）
に
対
応
す
る
別
表
下
欄
に
掲
げ
る
新
給
料
月
額
を
計
算
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の
基
礎
と
し
た
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
（
そ
の
退
職
の
日
が
適
用

日
の
前
日
以
前
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
秋
田
県
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
退
職
手
当
）
を
支
給
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
給
与
条

18
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
賜
金
は
、
支
給
し
な
い
。

２

略

略

19

３

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
で
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
で
旧
専
売
公
社
又
は
旧
電

20

会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規

信
電
話
公
社

定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
専
売
公
社
」
と

い
う
。
）
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九

年
法
律
第
八
十
五
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本

電
信
電
話
公
社
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
電
信
電
話
公
社
」
と
い
う
。
）
の
職

の
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
社
の
職
員
と
し
て

員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
社
の
職
員
と
し
て

の
在
職
期
間
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と

の
在
職
期
間
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
公
社
の
職
員
と
し
て
の

な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
公
社
の
職
員
と
し
て
の

在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

４

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
専
売
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
専
売
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

21

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ

、
引
き
続
き
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員

、
引
き
続
き
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員

と
な
つ
た
場
合
又
は
同
日
に
旧
電
信
電
話
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

と
な
つ
た
場
合
又
は
同
日
に
旧
電
信
電
話
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、

引
き
続
き
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員
と
な

引
き
続
き
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員
と
な

つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間

つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間

の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に

の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条

号
）
第
四
条
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施

及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条

十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
第

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
同
年

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
同
年
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四
月
一
日
以
後
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会

四
月
一
日
以
後
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給

電
話
株
式
会
社
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給

付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
で
日
本
国
有
鉄
道
改
革

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
に
現
に
在
職
す
る
職
員
で
旧
日
本
国
有
鉄
道

22

法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
日
本
国
有
鉄
道
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
日
本
国
有
鉄
道
（
以
下
「
旧
日
本
国
有
鉄
道
」

と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
有
す
る
も
の
の
退
職
手
当
の
算

の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
有
す
る
も
の
の
退
職
手
当
の
算

定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有

定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有

鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

６

略

略

23

７

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
前
に
職
員
の
休
職
の
事
由
に
関
す
る
条
例
の
一

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
前
に
職
員
の
休
職
の
事
由
に
関
す
る
条
例
の
一

24

部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
七
号
）
に
よ
る
改
正

部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
七
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
職
員
の
休
職
の
事
由
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
条
例
第

前
の
職
員
の
休
職
の
事
由
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
号

三
号
）
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
た
職

に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
た
職

員
の
う
ち
、
引
き
続
き
同
日
に
お
い
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
も
の
の

員
の
う
ち
、
引
き
続
き
同
日
に
お
い
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
も
の
の

当
該
休
職
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

当
該
休
職
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。

。

８

当
分
の
間
、
三
十
五
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者

当
分
の
間
、
三
十
五
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
昭
和
四
十

25

に

八
年
改
正
条
例
第
九
号
附
則
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に

対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
三
の
二
ま
で
及
び

対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で

附
則
第
十
八
項
か
ら
第
二
十
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ

ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
六
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
並
び
に
附
則
第

、
第
六
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
並
び
に
附
則
第

八
項

」
と
す
る
。

二
十
五
項
」
と
す
る
。

９

当
分
の
間
、
三
十
六
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た

当
分
の
間
、
三
十
六
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た

26

者

者
（
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
九
号
附
則
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
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で
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対

を
除
く
。
）
で
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
又
は
第
五
条
の
二
及
び
附
則
第
二
十
一

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
又
は
第
五
条
の
二

項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

す
る
。

す
る
。

当
分
の
間
、
三
十
五
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者

当
分
の
間
、
三
十
五
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
昭
和
四

10

27
十
八
年
改
正
条
例
第
九
号
附
則
第
七
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

で
第
五
条
又
は
附
則
第
十
九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対

で
第
五
条

の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
附

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
附

則
第
八
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

則
第
二
十
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

平
成
十
年
十
月
二
十
一
日
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処

平
成
十
年
十
月
二
十
一
日
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処

11

28

理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
国
有

理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
国
有

鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
事
業
団
」
と
い
う
。
）
の

鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下

「
旧
事
業
団
」
と
い
う
。
）
の

職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
（
同
法
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
（
同
法
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
三

正
前
の
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
三

号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
、
引

号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
、
引

き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成

き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の

十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の

日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
団
」
と
い
う
。
）
の

日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下

「
旧
公
団
」
と
い
う
。
）
の

職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き

職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き

続
い
て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎

続
い
て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職

と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有
鉄
道
の
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
、
旧
事
業
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
旧
公

員
と
し
て
の
在
職
期
間
、
旧
事
業
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
旧
公

団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
旧
事
業
団
又
は
旧
公
団
を
退
職
し
た
こ
と
に

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
旧
事
業
団
又
は
旧
公
団
を
退
職
し
た
こ
と
に

よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い

よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

略

略

12

29

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

13

30

百
十
二
号
）
附
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

百
十
二
号
）
附
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
（
以
下

「
旧

機
関
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
同
法
附
則
第
四
条
の

機
関
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
同
法
附
則
第
四
条
の
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規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
国
立
大
学
法
人
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
国
立
大
学
法
人
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
、

人
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
、

か
つ
、
引
き
続
き
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い

か
つ
、
引
き
続
き
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い

て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な

て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と

る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
国
立
大
学
法
人
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
国
立
大
学
法
人
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

・

略

・

略

14

15

31

32

特
定
任
命
を
さ
れ
て
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間

16
中
に
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
（
第
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
を
い
う
。

）
に
よ
り
そ
の
者
の
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
者
の
減
額
後
の
俸
給
月
額
が
減
額
前
の
俸
給
月
額
に
達
し
な
い
場
合

に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
法
令
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
給
与
の
支
給
の
基
準
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
条

例
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
に
は
、
当
該
差
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
条
第
十

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
条
第
十

17

33

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定

項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

当
分
の
間
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の

18
期
間
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、
六
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に

よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
者
（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
退
職
し
た
者
及
び

同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
五
条
又
は
附
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則
第
十
八
項
」
と
す
る
。

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
二
十
五
年
以
上
の
期
間
勤
続
し

19
た
者
で
あ
つ
て
、
六
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な

く
退
職
し
た
者
（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
退
職
し
た
者
及
び
同
条
の
規
定

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
中
「
又
は
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
五
条
又
は
附
則
第
十
九
項

」
と
す
る
。

前
二
項
の
規
定
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
た
だ
し
書
に

20
規
定
す
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
支
給
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い

て
は
適
用
し
な
い
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
職
員

21
の
給
料
月
額
の
改
定
は
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す

る
。当

分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
法
令
の
規
定
に
基
づ

22
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
並
び
に
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧

奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
及
び
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ

つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
対
す
る
第
五
条
の
三
及
び
第

六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
中
「
定
年
に
達
す
る

日
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
六
十
歳
と
し
、
同
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
六
十
五
歳
と
す
る
。
）
に
達
す
る
日
」
と

、
同
条
の
表
第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（ 

を
除
く

。
）
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
並
び
に
第
六
条
の
三
の
表

第
六
条
の
項
、
第
六
条
の
二
第
一
号
の
項
及
び
第
六
条
の
二
第
二
号
の
項
中

「
そ
の
者
に
係
る
定
年
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
に
係
る
定
年
（
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ

つ
て
は
六
十
歳
と
し
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
六
十

五
歳
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
法
令
の
規
定
に
基
づ

23
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く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
並
び
に
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧

奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
及
び
勤
務
公
署
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ

つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職

員
で
あ
つ
て
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年

が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す

る
第
五
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
年
度
の
前
年
度
以

前
」
と
あ
る
の
は
、
「
年
度
以
前
」
と
す
る
。

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
た
だ
し
書
に
規

六
十
歳

定
す
る
職
員
以
外
の
職
員

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
た
だ
し
書
に
規

六
十
五
歳

定
す
る
職
員

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

24
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の
法
令
の

規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
五
条
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
五
年
を
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
を
」
と
す
る

ほ
か
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
同
条
中
「
退
職

の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
職
制
若
し
く
は
定
数

25
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退

職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
及
び
公
務
上
の

傷
病
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
附
則
第
二
十
三
項
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る
日

前
に
退
職
し
た
と
き
に
お
け
る
第
五
条
の
三
及
び
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
の
表
第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一

項
第
二
号
（ 

を
除
く
。
）
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
並

び
に
第
六
条
の
三
の
表
第
六
条
の
項
、
第
六
条
の
二
第
一
号
の
項
及
び
第
六

条
の
二
第
二
号
の
項
中
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
三
項

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
年
齢
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
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百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
割
合
を
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ

の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す

る
年
数
で
除
し
て
得
た
割
合
」
と
す
る
。

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
職
制
若
し
く
は
定
数

26
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退

職
し
た
者
で
あ
つ
て
任
命
権
者
が
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
及
び
公
務
上
の

傷
病
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
附
則
第
二
十
三
項
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
日

以
後
に
退
職
し
た
と
き
に
お
け
る
第
五
条
の
三
及
び
第
六
条
の
三
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
の
表
第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
第

一
項
第
二
号
（ 

を
除
く
。
）
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項

並
び
に
第
六
条
の
三
の
表
第
六
条
の
項
、
第
六
条
の
二
第
一
号
の
項
及
び
第

六
条
の
二
第
二
号
の
項
中
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
二
を
退

職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お

け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
で
除
し
て
得
た
割
合
」
と
す

る
。

・

略

・

略

27

28

34

35

（
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
在
職
期
間
の
計
算
の
特
例

（
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
在
職
期
間
の
計
算
の
特
例

）

）

第
二
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年

第
二
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年

29

36

度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計

度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
十
一
項
に
お
い
て
同

年
度
任
用
職
員
を
い
う
。
以
下

同

じ
。
）
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は

じ
。
）
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は

、
当
分
の
間
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

、
当
分
の
間
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
の
日
又
は
任
期
満

会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
職
の
日
又
は
任
期
満

了
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
（
任
期
満
了
と
な
つ
た
日
の
翌
日
に
引
き
続
い

了
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
（
任
期
満
了
と
な
つ
た
日
の
翌
日
に
引
き
続
い

て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
最
初
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と

て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
最
初
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
最
後
の
退
職
又
は
任
期
満
了
と
な
つ
た
日
の
属

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
最
後
の
退
職
又
は
任
期
満
了
と
な
つ
た
日
の
属

す
る
月
）
ま
で
の
月
数
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職

す
る
月
）
ま
で
の
月
数
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職

員
以
外
の
在
職
期
間
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
は
含

員
以
外
の
在
職
期
間
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
は
含
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め
な
い
。

め
な
い
。

令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
任
用
さ
れ
た
臨
時
的
任
用
職
員
（
地
方
公
務

令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
任
用
さ
れ
た
臨
時
的
任
用
職
員
（
地
方
公
務

30

37

員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員

員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
退
職
手
当
の
算
定

を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
退
職
手
当
の
算
定

の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
条
第
二

の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
条
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
的
任
用
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
的
任
用
職
員
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か

ら
退
職
の
日
又
は
任
期
満
了
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
（
任
期
満
了
と
な
つ

ら
退
職
の
日
又
は
任
期
満
了
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
（
任
期
満
了
と
な
つ

た
日
の
翌
日
に
引
き
続
い
て
臨
時
的
任
用
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
臨
時
的

た
日
の
翌
日
に
引
き
続
い
て
臨
時
的
任
用
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
臨
時
的

任
用
職
員
と
な
つ
た
最
初
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
最
後
の
退
職
又
は
任
期
満

任
用
職
員
と
な
つ
た
最
初
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
最
後
の
退
職
又
は
任
期
満

了
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
の
月
数
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

了
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
の
月
数
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
臨
時
的
任
用
職
員
以
外
の
在
職
期
間
に
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
の

、
臨
時
的
任
用
職
員
以
外
の
在
職
期
間
に
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
の

在
職
期
間
は
含
め
な
い
。

在
職
期
間
は
含
め
な
い
。

略

略

31

38別
表

昭
和
二
十
年

新
給
料
月
額

昭
和
二
十
年

新
給
料
月
額

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

現
在
の
給
料

現
在
の
給
料

月
額

月
額

四
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

一
七
五
円

一
五
、
八
〇
〇
円

四
五

六
、
二
〇
〇

一
九
〇

一
六
、
四
〇
〇

五
〇

六
、
六
五
〇

二
〇
五

一
七
、
八
〇
〇

五
五

七
、
一
五
〇

二
二
〇

一
八
、
五
〇
〇

六
五

七
、
六
五
〇

二
四
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

七
五

八
、
一
五
〇

二
六
〇

二
一
、
六
〇
〇

八
五

八
、
六
五
〇

二
八
〇

二
三
、
三
〇
〇

九
五

九
、
二
五
〇

三
〇
〇

二
五
、
一
〇
〇

一
〇
五

九
、
八
五
〇

三
二
〇

二
七
、
三
〇
〇

一
一
五

一
〇
、
六
五
〇

三
六
〇

二
九
、
五
〇
〇

一
二
五

一
一
、
五
五
〇

四
〇
〇

三
一
、
九
〇
〇

一
三
五

一
二
、
四
五
〇

四
四
〇

三
四
、
五
〇
〇
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一
四
五

一
三
、
四
〇
〇

四
八
〇

三
八
、
八
〇
〇

一
六
〇

一
四
、
六
〇
〇

五
二
〇

四
四
、
八
〇
〇

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
改
正
（
附
則
第
四
項
に
よ
る
改
正
）

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

４

当
分
の
間
、
四
十
二
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
で
職
員
の

４

当
分
の
間
、
四
十
二
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
で
職
員
の

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た

も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
者
が
同
条
例
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
し
、
か
つ

の
者
が
同
条
例
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
し
、
か
つ

、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
同
条
例
附
則
第
八
項

の
規

、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
同
条
例
附
則
第
二
十
五
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

５

略

５

略

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
改
正
（
附
則
第
五
項
に
よ
る
改
正
）

附

則

附

則

１

略

１

略

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
こ
の
条
例
の
施

２

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
こ

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
こ

の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条

の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条

例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

施
行
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

施
行
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
給

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
給

料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に

料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま

関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま

で
及
び
第
六
条
並
び
に
附
則
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
、
附
則
第

で
及
び
第
六
条
並
び
に
附
則
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
、
附
則
第
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九
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

九
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
昭
和
四
十

改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
昭
和
四
十

八
年
改
正
条
例
第
九
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
附

八
年
改
正
条
例
第
九
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
附

則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一

則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
八
号
。
以
下
「

部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
八
号
。
以
下
「

昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
項
並
び
に

昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
項
並
び
に

附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
八
号
。
以

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
八
号
。
以

下
「
平
成
十
五
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規

下
「
平
成
十
五
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
（
当
該
勤
続
期
間

定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
（
当
該
勤
続
期
間

が
二
十
年
以
上
の
者
（
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り

が
二
十
年
以
上
の
者
（
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り

退
職
し
た
者
及
び
当
該
勤
続
期
間
が
三
十
七
年
以
上
の
者
で
通
勤
に
よ
る
傷

退
職
し
た
者
及
び
当
該
勤
続
期
間
が
三
十
七
年
以
上
の
者
で
通
勤
に
よ
る
傷

病
以
外
の
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ

病
以
外
の
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
百
四
分
の
八
十
三
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
職
員
の
退
職
手

っ
て
は
、
百
四
分
の
八
十
三
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
職
員
の
退
職
手

当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
六
か
ら
第
五
条
の
三
の
二
ま
で
及
び
第
六
条
か

当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
六
か
ら
第
五
条
の
三

ま
で
及
び
第
六
条
か

ら
第
六
条
の
五
ま
で
並
び
に
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で

、
附

ら
第
六
条
の
五
ま
で
並
び
に
附
則
第
二
十
五
項
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
、
附

則
第
六
項
及
び
第
七
項
、
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
九
号
附
則
第
五
項
か

則
第
六
項
及
び
第
七
項
、
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
九
号
附
則
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
、
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
附
則
第
八
項
並
び

ら
第
七
項
ま
で
、
昭
和
四
十
八
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
附
則
第
八
項
並
び

に
平
成
十
五
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

に
平
成
十
五
年
改
正
条
例
第
五
十
八
号
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
退
職
手
当
の
額
（
以
下
「
新
条
例
等
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
も

た
退
職
手
当
の
額
（
以
下
「
新
条
例
等
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
も

多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ

多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ

の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。
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略

３
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略
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